
 第３号様式（第６条第１項関係） 

市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

       

付議・報告部課      

令和４年８月３１日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 

令和4年8月31日（水）午前9時30分～ 本庁舎4階大委員会室 

２ 出席者 

総務課 髙山課長、小池主査補 

３ 件名 

個人情報保護法の改正に伴う本市の対応について 

４ 会議結果 

■ 案のとおり決定する。 

□ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

□ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

・開示請求の決定期限について、法定の期限をあえて短縮する必要はないのではない

か。コロナ感染による対応職員の不足や事務の繁忙も考慮し、法定期限とした方が質

の高いサービスが提供できるのではないか。 

→実績を考慮すると、１４日以内でも十分対応可能と考えている。 

他の市町村も、現行条例の期限が改正法より短く、現行サービスを維持して、期限を

短縮する方針とするところが多いようである。 

・個人情報開示の実績は。 

→年間４～５件程度であり、ＤＶ関係の開示請求が多い。 

・開示手数料の額について、本市の手数料の基本的な考え方は１００％受益者負担であ

るが、有料とする考えはないのか。想定はほとんどないにしても、権利の濫用を一定

程度防ぐために、国と合わせて３００円とする考えもあったのでは。 

→個人情報保護制度と両輪の制度である情報公開制度における開示手数料を無料として

おり、個人情報開示手数料も従前どおり無料にするべきと考えている。 

 権利の濫用については、どちらかと言えば、情報公開制度において議論になる問題で

あり、濫用防止の観点で有料とするのであれば、まずは情報公開手数料を見直したう

えで、それに合わせて個人情報開示手数料を見直すという順番にした方が良いと考え

ている。 

・個人情報開示手数料の見直しを契機として、情報公開手数料を見直すという考えもあ

るのでは。 

→情報公開手数料を制度開始当初から無料としているのは、市民の知る権利を保障する

ことに考慮しているためであり、慎重な見直しが必要と考えている。 

・今後、全庁的な手数料の見直し（Ｒ５・６年度）と併せて有料化についても検討し、

その際は情報公開・個人情報保護審査会における議論も考慮すること。 

・審議会に諮問する事項として、具体的な想定はあるのか。 



→法施行条例の改正や安全管理措置に関する基準、法の範囲内での内部ルールの策を想

定している。 

 

備考 会議内容を簡潔に記載すること。 



　第１号様式その１（第４条第４項関係）

年 月 日

件　　　名

現状・課題

目的

対応
方策

論点（決定を
要する事項）

部内会議や
関係課等と
の調整結果
（主な意見・
懸案事項）

■ □ □ □ （

市民参加

付議書公表

関係法令等

事業費

関係課

条例委任事項における本市の対応方針

令和４年９月　情報公開・個人情報保護審査会へ諮問
　　　　　10月　条例案（骨子）に関するパブリックコメントの実施
　　　　　11月　議会へ条例案の上程
令和５年１月～２月　庁内制度説明
　　　　　３月　広報・HPによる市民への周知

項目 有無 方法（時期） 項目 有無 方法（時期）今後の
スケジュール

個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）・白井市個人情報保護条
例（平成13年条例第15号）・附属機関条例（平成24年条例第24号）　等

全課

千円 （うち特定財源 千円）

有 R4.9月　審議会　　R4.10月　パブリックコメント

公開 非公開 部分非 時限非

条例規則

議会説明 R4.11月　議員への説明会 広報・ＨＰ等 有 R5.3月　広報・HP

有
R4.12月　法施行条例の制定
　　　　　　関係条例の改廃
R5.1月～2月　関係規則の改廃

報道発表

令和 4 8 31

付議書（行政経営戦略会議）

その他

参考情報

市内全域カテゴリー

部課名 総務部総務課

付議事案

　個人情報保護法の改正に伴う本市の対応について

　国のデジタル社会の形成に関する施策の一環として、個人情報保護制度の見直しが
行われ、民間事業者を対象とする『個人情報保護法』、国の行政機関を対象とする『行
政機関個人情報保護法』、独立行政法人等を対象とする『独立行政法人等個人情報保
護法』の３本の法律が改正・廃止され、令和４年４月から『個人情報保護法』（以下「改正
法」という。）に統合された。
　地方公共団体においても、これまでは各地方公共団体の条例に基づく異なるルール
での運用をしているところであったが、社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保
護」と「データ流通」の両立を目的として、令和５年４月から改正法の規律が適用され、
全国共通のルールで個人情報保護制度を運用することになるため、本市でもその対応
が必要となっている。

個人情報保護制度について、条例制度下のルールから改正法制度下のルー
ルに基づく運用へ円滑に移行するため。

　（１）改正法の施行に必要な事項（条例委任事項）を定めた新たな条例の制定
　（２）白井市個人情報保護条例の廃止、その他関係条例の改正
　（３）改正法の規律に移行することに伴う条例制度下の運用の見直し

まで）

無

有

年代 場所 目的 手段全ての年代 その他
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